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高圧以上需要側供給地点のスイッチングお申込期日の変更について 

 

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、弊社事業に格別のご理

解を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、高圧以上需要側供給地点のスイッチングお申込期日につきましては、弊社ホーム

ページ上の「高圧以上需要側の標準的なお申込期日」にてお知らせしておりますとおり、

自動検針開通工事（通信端末の設置工事）の有無により定めておりました。 

このたび、弊社供給区域内での通信端末設置工事がほぼ完了したことや、かねてより小

売電気事業者さまよりスイッチングお申込期日の見直しについてご要望をいただいており、

弊社内の対応準備が整ったことから、下記のとおり、スイッチングお申込期日を変更いた

します。 

つきましては、貴社内関係箇所へご周知いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

敬具 

記 

 

１ スイッチングお申込期日の変更について 

（１）接続供給契約開始・廃止お申込期日の変更 

従来、接続供給契約開始・廃止お申込期日につきましては、自動検針開通済の供給

地点は２週間前まで、未開通の供給地点は６週間前までとしておりましたが、このた

び、自動検針開通の有無にかかわらず、一律８営業日前までをお申込期日とし、期日

を超過したお申込は却下させていただきます。 

また、お申込期日を超過した時点でマッチング不成立のお申込も却下させていただ

きます。 

※従来実施しておりました弊社から小売電気事業者さまへのお申込期日時点でのマッ

チング状況のご連絡につきましては、お申込期日変更に伴い、2019 年 10 月以降実施

いたしません。 

つきましては、スイッチング支援システム対象のお申込は、小売電気事業者さまに

てスイッチング支援システムの受付工程をご覧いただき、マッチング状況の確認を

お願いいたします（受付工程「申込処理中」がマッチング成立状態です）。また、ス

イッチング支援システム対象外のお申込は、お申込期日１週間前を目途にマッチン

グ状況を弊社よりお知らせいたします。以降のマッチング状況の確認につきまして

は、個別に弊社へお問い合わせください。 



 
※スイッチング支援システム対象のお申込を却下する場合は、弊社よりスイッチング 

支援システムにて却下登録を行います。スイッチング支援システム対象外のお申込

を却下する場合は、弊社よりメールにて却下のご連絡をいたしますので、「接続供給

申込み取下げ願い書」もしくは「接続供給及び発電量調整供給開始希望日変更願い

書」のご提出をお願いいたします。 

※工事の有無によらず、契約電力の増加を伴うスイッチングのお申込期日は１か月前 

まで、契約電力の減少を伴うスイッチングのお申込期日は２週間前までとなりますの

で、スイッチングと同時に契約電力変更ができない場合は、スイッチングのみを先行

して行い、契約電力変更のお申込内容（接続供給開始日等）は別途協議させていただ

く場合がございます（従来通り）。 

 

（２）弊社におけるスイッチングお申込期日が変更となる対象 

・高圧・特別高圧の全量供給地点 

  ※スイッチング支援システム対象の供給地点と、スイッチング支援システム対象外の 

供給地点のどちらも対象となります。 

 

（３）自動検針未開通地点のお知らせ 

本運用の適用開始日（10/1）以降、小売電気事業者さまよりスイッチング開始のお

申込受付後、自動検針が未開通だった場合、弊社よりその旨をお知らせいたします。 

※自動検針未開通地点につきましては、お申込受付後、自動検針開通工事の調整をい

たしますが、工期や電波状況等により接続供給開始日までに自動検針が開通しない

可能性が高く、同時同量支援による 30分電力量が提供できないことがありますので

予めご了承ください。 

 

２ 適用開始日 

2019 年 10 月１日お申込分より適用開始 

（接続供給開始希望日が最短で 2019 年 10 月 11 日分となります） 

 

３ 添付資料 

 ・高圧以上需要側供給地点のスイッチングお申込期日のイメージ図 

 ・（2019 年 10 月以降）高圧以上需要側供給地点の標準的なスイッチングお申込期日 
 

以上 
 

扱い：高圧受付グループ   

03-3509-1709（代表） 

 


